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第１章　総則

（目的）
第１条　本規程は、△△法人○○○○（以下「当法人」という。）における安全衛生管理活動を充実させ、労働災害・健康障害の未然防止を図るための基本事項を定め、職員、受講者及び当法人の業務に従事する作業従事者（外部委託者、一人親方、他社作業者を含む）の安全と健康を確保し、快適な訓練・業務環境を形成することで、職業訓練サービスの円滑かつ安全な遂行と質の向上を目的とする。

（適用の基準）
第２条　当法人の安全衛生管理は、労働安全衛生法（以下「安衛法」という。）及び関連法令ならびに就業規則に定めのある場合を除き、本規程による。

（施設及び職員の責務）
第３条　施設は、安全衛生管理体制を確立し、災害防止及び健康障害防止のため必要な措置を計画的に講じるものとする。
２　職員は、安全衛生関係法令及び当法人の諸規程を遵守し、施設の講ずる措置に協力し、安全衛生の確保に努めなければならない。

第２章　安全衛生管理体制

（安全衛生管理の基本）
第４条　安全衛生管理は、当法人組織における管理者及び監督者がその責任において行うことを基本とする。

（総括安全衛生管理者）
第５条　安衛法第10条に基づく総括安全衛生管理者は、原則として法人代表者とする。
２　法人代表者は、必要に応じて総括安全衛生管理者を別途選任できる。
３　総括安全衛生管理者は、次の事項を総括的に行う。
（１）安全衛生方針の表明
（２）施設全般の安全衛生計画の策定・実施・評価・改善
（３）安全衛生関係規程の制定・改廃
（４）安全衛生点検及び安全衛生教育訓練の推進
（５）安全管理者・衛生管理者等の選任
（６）危険・有害要因の除去・低減に関する措置
（７）リスクアセスメントの実施支援
（８）健康診断の実施及び健康保持増進措置
（９）その他、安全衛生管理の推進に関する事項

（安全管理者）
第６条　安衛法第11条に基づく安全管理者は、所定の資格を有する者の中から法人代表者が選任する。
２　法人代表者は、必要に応じて前項によらず選任することができる。

（衛生管理者）
第７条　安衛法第12条に基づき、衛生管理者を法人代表者が選任する。

（安全管理者及び衛生管理者の職務）
第８条　安全管理者及び衛生管理者は、総括安全衛生管理者を補佐し次の業務を行う。
（１）安全衛生管理計画の立案・実施・評価・改善
（２）職員・講師・スタッフへの助言と指導
（３）施設・設備・機器の設置時の安全衛生チェック（リスクアセスメント含む）
（４）安全衛生規程・基準の立案
（５）官庁への申請・届出・報告
（６）安全衛生情報の管理・周知
（７）安全衛生教育・訓練の企画・実施
（８）施設巡視の実施
（９）過重労働及びメンタルヘルス対策
（10）その他、安全衛生管理の推進に関する事項

（施設長及び課長）
第９条　施設長及び課長は、担当部門全体の安全衛生を統括し、次の事項を実施する。
（１）施設・機器の設置及び新材料導入時の安全衛生検討
（２）設備・機器及び職場環境の改善・整備
（３）安全衛生関係法令及び諸規程の遵守指導
（４）課内安全衛生点検の実施
（５）その他、部門の安全衛生推進に関する事項

（講師及びスタッフ）
第10条　講師及びスタッフは、安全衛生について次の事項を遵守し協力する。
（１）安全衛生法令及び諸規程の遵守
（２）始業点検の実施
（３）安全教育への参加
（４）改善提案の提出
（５）安全衛生活動への参加・協力

第３章　職務権限

（権限）
第11条　総括安全衛生管理者は、安全管理者・衛生管理者その他の担当者に必要な権限を付与する。

（職責）
第12条　各安全衛生担当者は、担当分野の安全衛生に関する職務を遂行する責務を負う。

第４章　会議

（安全衛生委員会）
第13条　安全衛生委員会を設置する。
２　危機管理委員会をもって代えることができる。
３　この場合であっても、産業医参加・議事録作成等、法定要件を満たさなければならない。

第５章　安全衛生教育

（安全衛生教育訓練の実施）
第14条　施設は次の教育訓練を実施する。
（１）講師・スタッフの雇入れ時・作業変更時教育
（２）受講者安全衛生教育
（３）必要に応じて行う教育
２　安全衛生教育は総務部が中心となり実施する。
３　部門教育は部長・課長が責任を持って実施する。

（参加努力義務）
第15条　講師及びスタッフは安全衛生教育に積極的に参加するものとする。

第６章　日常安全衛生管理

（設備・機械等の点検整備）
第16条　管理監督者は設備・機械等を点検基準に基づき適切に維持し、自主検査結果を記録する。

（保護具・救急用品）
第17条　管理監督者は保護具・救急用品の適正使用と維持管理を行う。

（作業の安全）
第18条　管理監督者は作業標準に安全衛生を織り込み、災害防止を図る。
２　標準化されていない作業は、関係部門と協議し安全を確保する。

（遵守義務）
第19条　講師及びスタッフは、安全基準に従い作業する。

（整理整頓）
第20条　管理監督者は職場整理整頓を徹底し、講師及びスタッフもこれに努める。

（環境整備）
第21条　管理監督者は通路、照明、避難、衛生等の環境整備を行う。

（感染症・食中毒防止）
第22条　衛生管理者は感染症・食中毒防止のため必要な措置を講じる。

（熱中症対策）
第22条の２　管理監督者は WBGT 値を測定し、28℃以上の場合は休憩確保、作業量調整、冷却設備設置等の熱中症予防措置を講じる。

（外部作業従事者への安全衛生措置）
第22条の３　当法人は外部委託者・一人親方等に対し、危険箇所の立入禁止、保護具使用、作業手順等を周知しなければならない。

第７章　表彰及び懲戒

（表彰）
第23条　当法人は安全衛生活動推進の功績について表彰することがある。

（懲戒）
第24条　本規程に違反し重大な災害を発生させた場合は懲戒対象とする。

附則
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